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質
問
の 

二
） 

答

弁

第

二

号 

   

衆
議
院
議
員
三
谷
秀
治
君
提
出
同
和
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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二
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八
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一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
三
谷
秀
治
君
提
出
同
和
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
延
長
の
際
の
附
帯
決
議
に
つ
い
て
は
、
そ
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
所
要
の
施
策
の

推
進
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

1 

第
一
項
に
つ
い
て 

(一 ) 

実
態
の
は
握 

同
和
問
題
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
各
事
業
所
管
省
が
府
県
か
ら
の
事
情
聴
取
を
行
う
ほ
か
、
担
当
官
に

よ
る
現
地
調
査
等
の
方
法
に
よ
り
、
そ
の
的
確
な
は
握
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

(二 ) 

法
の
総
合
的
改
正
及
び
そ
の
運
営
の
改
善 

同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
関
係
施
策
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
所
要
の
検
討
を
行
い
、



2 

第
二
項
に
つ
い
て 

同
和
対
策
事
業
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
苦
し
い
財
政
事
情
の
下
で
は
あ
る
が
、
毎
年
度
、
国
庫
補
助
の

増
額
、
国
庫
補
助
対
象
事
業
の
拡
大
等
、
実
態
に
即
し
た
必
要
な
予
算
措
置
の
拡
充
を
図
つ
て
き
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

 
同
和
対
策
事
業
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
執
行
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
更
に
現
在
、
同
和
問
題

の
可
及
的
速
や
か
な
解
決
を
図
る
た
め
に
必
要
な
今
後
の
施
策
の
方
向
、
内
容
等
に
つ
い
て
、
関
係
各
省

が
協
力
し
、
鋭
意
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

昭
和
五
十
四
年
度 

二
二
六
、
五
二
四
百
万
円 

昭
和
五
十
三
年
度 

一
八
四
、
三
一
八
百
万
円 

最
近
三
か
年
に
お
け
る
同
和
関
係
予
算
額
の
推
移
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

四 

 



二
に
つ
い
て 

3 
第
三
項
に
つ
い
て 

同
和
対
策
協
議
会
の
学
識
経
験
者
委
員
に
つ
い
て
は
、
同
協
議
会
が
円
滑
に
運
営
さ
れ
、
期
待
さ
れ
る
機
能

同
和
問
題
に
関
す
る
啓
発
活
動
に
つ
い
て
は
、
同
和
関
係
最
重
点
施
策
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
拡
充
推
進

に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

最
近
三
か
年
に
お
け
る
同
和
問
題
に
関
す
る
啓
発
関
係
予
算
額
（
総
理
府
、
法
務
省
及
び
労
働
省
の
関
係

予
算
額
合
計
額
）
の
推
移
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

昭
和
五
十
五
年
度 

二
三
一
百
万
円 

昭
和
五
十
四
年
度 

一
八
七
百
万
円 

昭
和
五
十
三
年
度 

一
三
八
百
万
円 

昭
和
五
十
五
年
度 

二
五
二
、
四
八
二
百
万
円 

五 

 



 

六 

を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
、
そ
の
円
満
な
選
任
に
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

政
府
は
、
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
に
よ
り
国
に
課
せ
ら
れ
た
責
任
を
全
う
す
る
た
め
、
同
法
の
規
定
に

基
づ
き
、
所
要
の
財
政
上
の
措
置
を
講
じ
、
必
要
な
施
策
の
適
正
な
推
進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団

体
が
実
施
す
る
同
和
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
そ
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
実
施

の
た
め
、
所
要
の
指
導
及
び
助
言
を
行
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

一
に
つ
い
て
の1

の
（
二
）
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




